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給付型奨学金事業の概要について 

 

 区独自事業として検討を進めている給付型奨学金事業について、事業の概要

を以下のとおり報告する。 

 

１ 実施内容 

（１）事業の対象者と給付の内容 

・大学・短期大学、高等専門学校（４・５年生）、専門学校への進学予定者

及び在学生を対象とする。 

・高等教育への進学に係る「入学金」、修学に係る「授業料等」を支援する。 

（別紙１のとおり） 

（２）対象となる学校 

  国または地方公共団体から対象となることの確認を受けた学校（確認大学

等）に在学及び進学する人が給付対象となる。（別紙２のとおり） 

（３）対象者の要件 

① 居住場所に関する要件 

申込者の生計維持者が、申請日において引き続き１年以上中野区に住所

を有しており、給付を受ける際も引き続き中野区内に住所を有しているこ

と 

② 年齢等に関する要件 

確認大学等に進学予定または在学している人で、確認大学等へ初めて入

学した日の属する年度における年齢が満２９歳以下の人であること 

③ 学業成績等に関する基準 

別紙２のとおり 

④ 家計に関する基準（収入基準） 

申込者及び生計維持者の税情報を確認し、「給付額算定基準額」が154,500

円未満であること（申込者と生計維持者の合算） 

・給付額算定基準額＝課税標準額×６％－（調整控除額＋調整額） 

⑤ その他 

上記要件を満たす応募者のうち、給付額算定基準額が低い者から優先し

て採用する。 

（４）募集人数 

１学年８０人程度とする。 
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（５）その他 

  社会的養護経験者に対しての高等教育における進学・修学に係る支援につ

いては、社会的養護自立支援拠点事業において実施することを引き続き検討

していく。 

 

２ 今後のスケジュール（予定） 

令和９年度進学予定者向けのスケジュールは以下のとおり。令和９年度以降、

並行して在学生向けの奨学生募集を開始する。 

令和８年度５月以降 事業周知 

   ７月以降 奨学生の募集 

   １２月頃  応募者への内示 

令和９年度４月以降 奨学金の交付決定 

      ６月以降 前期分支給 

 



別紙１ 
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給付金額の考え方及びモデルケース 

 

１ 給付金額の考え方  

・入学金及び授業料等に対する奨学金を給付する。 

・原則として、国が実施する高等教育の修学支援新制度（授業料・入学金の免

除または減額、給付型奨学金の給付。以下、「国制度」という。）の対象とな

る者は、国制度に申し込むことを条件とする。 

・学校種別（国公私立、大学・短期大学、夜間制など）、通学形態（自宅通学、

自宅外通学）ごとに金額を設定する。 

・区独自の段階区分として、Ａ・Ｂ区分の２区分を設定し、それぞれ給付上限

額を定める。 

・Ａ区分は、国制度の支援の満額と同額を上限とし、満額の給付を受けること

ができる所得層を広げる。 

・Ｂ区分は、中間所得層の世帯を対象とし、Ａ区分の２／３の金額を上限に支

援を行う。 

・区が給付する金額は、区の支給上限額から、国制度により給付される金額を

差し引いたものとする。ただし、Ｂ区分については、国支給額を区支給上限

額から差し引かない（多子世帯支援を除く）。 

・Ａ区分の区の支給上限額と、申込者の学費（授業料や施設整備費等）を比較

し、差額が生じる場合には、学費の差に着目した支援として上限額を上乗せ

する。（上限２０万円） 

 

２ モデルケース 

 国制度を参考に、世帯構成や収入を仮定した上で、給付型奨学金のモデルケー

スを以下のとおり示す。なお、あくまでも金額は目安であり、実際の収入基準（給

付額算定基準額）は、収入・所得に基づく住民税情報等により設定されているた

め、世帯構成や障害者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安を上回っ

ていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合が存在する。ま

た、申込者は国制度の給付型奨学金に申し込み、採用される前提とする。 

（参考資料：独立行政法人日本学生支援機構「給付型奨学金案内」） 

 ケース１ ケース２ 

世帯構成 中野区内に在住の家族４人の世帯（申込者、親①、親②、中学生） 

就労等 申込者：無収入 

親①：給与所得者（会社員等） 

親②：無収入 

申込者：無収入 

親①、親②：ともに給与所得者 

（会社員等） 

申込者の

状況等 

・申込者は高校卒業後、私立大学に進学し、自宅から通学する 

・進学先の学費は、Ａ区分の区の支給上限額を超えるものとする 
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（１）入学金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）授業料等に対する奨学金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約26万円

約17万円

ケース１

ケース２

【世帯収入
目安】

国支援 1/3
第Ⅲ区分
(約9万円)

【給付額算定
基準額】

国支援 2/3
第Ⅱ区分

(約17万円）

区支援
(約17万円)

国支援 満額
第Ⅰ区分

（約26万円）

区支援
(約9万円) 区支援

(約17万円)

区A区分 区B区分

約271万円

約475万円約397万円 約742万円

100円未満

（住民税非課税）

25,600円

未満

51,300円

未満

154,500円

未満

約336万円

約303万円 約378万円 約635万円

～約136万円

～約97万円

ケース１

ケース２

【給付額算定
基準額】

【世帯収入
目安】

学費の差に着目した上乗せ支援(～20万円)

国支援 満額
第Ⅰ区分

(約116万円)

区支援
(約39万円)

区支援
(約77万円)

国支援 2/3
第Ⅱ区分
(約77万円)

区支援
(約77万円)国支援 1/3

第Ⅲ区分
(約39万円)

学費の差に着目
した上乗せ支援

(～20万円)

区A区分 区B区分

100円未満

（住民税非課税）

25,600円

未満

51,300円

未満

154,500円

未満

約271万円

約475万円約397万円 約742万円約336万円

約303万円 約378万円 約635万円
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 ケース３ ケース４ 

世帯構成 中野区内に在住の家族４人の世帯（申込者、親①、親②、中学生） 

就労等 申込者：無収入 

親①：給与所得者（会社員等） 

親②：無収入 

申込者：無収入 

親①、親②：ともに給与所得者 

（会社員等） 

申込者の

状況等 

・申込者は高校卒業後、私立大学に進学し、自宅から離れて生活する 

・進学先は、実家から概ね片道 120 分の通学時間がかかる場所に位置する 

・進学先の学費は、Ａ区分の区の支給上限額を超えるものとする 

 

（１）入学金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）授業料等に対する奨学金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約26万円

約17万円

ケース３

ケース４

【世帯収入
目安】

【給付額算定
基準額】

国支援 1/3
第Ⅲ区分
(約9万円)

国支援 2/3
第Ⅱ区分

(約17万円）

区支援
(約17万円)

国支援 満額
第Ⅰ区分

（約26万円）

区支援
(約9万円) 区支援

(約17万円)

区A区分 区B区分

約271万円

約475万円約397万円 約742万円

100円未満

（住民税非課税）

25,600円

未満

51,300円

未満

154,500円

未満

約336万円

約303万円 約378万円 約635万円

～約181万円

～約127万円

ケース３

ケース４

【給付額算定
基準額】

【世帯収入
目安】

国支援 2/3
第Ⅱ区分

(約107万円)

学費の差に着目した上乗せ支援(～20万円)

区支援
(約107万円)

区支援
(約107万円)

国支援 1/3
第Ⅲ区分
(約54万円)

学費の差に着目
した上乗せ支援

(～20万円)国支援 満額
第Ⅰ区分

(約161万円)

区支援
(約54万円)

区A区分 区B区分

100円未満

（住民税非課税）

25,600円

未満

51,300円

未満

154,500円

未満

約271万円

約475万円約397万円 約742万円約336万円

約303万円 約378万円 約635万円
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 ケース５ 

世帯構成 中野区内に在住の家族２人の世帯（申込者、親①） 

就労等 申込者：無収入 

親①：給与所得者（会社員等） 

申込者の

状況等 

・申込者は高校卒業後、私立大学に進学し、自宅から通学する 

・進学先の学費は、Ａ区分の区の支給上限額を超えるものとする 

 

（１）入学金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）授業料等に対する奨学金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約26万円

約17万円

  （住民税非課税）

【世帯収入
目安】

【給付額算定
基準額】

約207万円　　　約298万円 　　約373万円　　 約630万円

100円未満　　　25,600円未満　　51,300円未満　　154,500円未満

区支援
(約17万円)

国支援 1/3
第Ⅲ区分
(約9万円)

国支援 2/3
第Ⅱ区分

(約17万円）

区支援
(約17万円)

国支援 満額
第Ⅰ区分

（約26万円）

区支援
(約9万円)

区A区分 区B区分

～約136万円

～約97万円

  （住民税非課税）

【世帯収入
目安】

【給付額算定
基準額】

約207万円　　　約298万円 　　約373万円　　 約630万円

100円未満　　　25,600円未満　　51,300円未満　　154,500円未満

学費の差に着目した上乗せ支援(～20万円)

区支援
(約77万円)

国支援 満額
第Ⅰ区分

(約116万円)

区支援
(約39万円) 区支援

(約77万円)

国支援 1/3
第Ⅲ区分
(約39万円)

学費の差に着目
した上乗せ支援

(～20万円)

国支援 2/3
第Ⅱ区分
(約77万円)

区A区分 区B区分
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 ケース６ 

世帯構成 中野区内に在住の家族２人の世帯（申込者、親①） 

就労等 申込者：無収入 

親①：給与所得者（会社員等） 

申込者の

状況等 

・申込者は高校卒業後、私立短期大学に進学し、自宅から通学する 

・進学先の学費は、Ａ区分の区の支給上限額を超えるものとする 

 

（１）入学金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）授業料等に対する奨学金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～約128万円

～約92万円

　（住民税非課税）

　100円未満　　25,600円未満　　51,300円未満　　154,500円未満

約207万円　　　約298万円 　　約373万円　　 約630万円【世帯収入
目安】

【給付額算定
基準額】

国支援 満額
第Ⅰ区分

(約108万円)

区支援
(約36万円) 区支援

(約72万円)

学費の差に着目した上乗せ支援(～20万円)

国支援 1/3
第Ⅲ区分
(約36万円)

学費の差に着目
した上乗せ支援

(～20万円)

国支援 2/3
第Ⅱ区分
(約72万円)

区支援
(約72万円)

区A区分 区B区分

約25万円

約17万円

　　（住民税非課税）

【世帯収入
目安】

【給付額算定
基準額】

　100円未満　　25,600円未満　 51,300円未満　154,500円未満

約207万円　　　約298万円 　　約373万円　　 約630万円

区支援
(約8万円)

区支援
(約17万円)

国支援 2/3
第Ⅱ区分

(約17万円）

国支援 満額
第Ⅰ区分

（約25万円）

国支援 1/3
第Ⅲ区分
(約8万円)

区支援
(約17万円)

区A区分 区B区分



別紙２ 
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対象となる学校及び学業成績等に関する基準 

 

対象となる学校及び学業成績等に関する基準は、現時点で以下のとおり。 

 

１．対象となる学校 

（表１）で対象としている国内の学校種別・課程のうち、国または地方公共団

体から対象となることの確認を受けた学校（確認大学等）に在学及び進学する人

が給付対象となる。 

 

（記号の意味）〇：給付対象 ×：給付対象外 △：表下(※)参照  （表１） 

学校種別・課程 給付の可否 

大学 学部・学科  〇 

 通信教育課程 〇 

 専攻科・別科 × 

短期大学 学科  〇 

 通信教育課程 〇 

 専攻科 ※ △ 

 別科 × 

高等専門学校 ４・５年生  〇 

専攻科 ※  △ 

専修学校 専門課程（上級学科を含む）  〇 

 通信教育課程 〇 

※ 短期大学および高等専門学校の専攻科は、独立行政法人大学改革支援・学位

授与機構の認定を受けた専攻科（以下、 認認定専攻科 という。）に在籍してい

る人に限り対象とし、本科卒業（修了）から認定専攻科への入学が１年以内で

あることとする。 

 

２．学業成績等に関する基準 

申込者に応じて （表２）のとおりとする。ただし、基準に該当する場合であっ

ても、在学中の学業成績等が（表３）の１～３のいずれかに該当する場合は対象

外とする。 

（表２） 

申込者の年次 学業成績等に関する基準 

進学予定者・ 

在学生１年次 

次の①～③のいずれかに該当すること。 

① 高等学校等における評定平均値が５段階評価で３．５以
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上であること 

② 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること 

③ 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意

欲を有することが、学修計画書等により確認できること 

在学生２年次 

以上 

次の①、②のいずれかに該当すること。 

① ＧＰＡ（平均成績）等が在学する学部等における上位１

／２の範囲に属すること 

② 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、

社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有し

ていることが、学修計画書等により確認できること 

 

※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病、その他やむを得ない事由が

あると認められる場合には、修得単位数が標準単位数未満であっても、学修意欲

を有することが確認できれば、この基準を満たすこととする。 

 

 

（表３） 

１ 

 

修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。 

２ 修得した単位数（単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単

位時間数）の合計数が標準単位数の６割以下であること。 

３ 履修科目の授業への出席率が６割以下であることその他の学修意欲が著

しく低い状況にあると認められること。 

上記１～３のいずれかに当てはまる場合であっても、災害、傷病、その他やむ

を得ない事由があると認められる場合は、給付の対象となり得る。 

 

 

 


